
 

 

 

 

 

ごみ処理手数料の見直し方針（案）修正箇所 
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修正１ 

 

修正前（P16）  
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修正後（P16） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『方針』（案）ではごみ処理手数料を施設整備費用に充てることとしてい

ないため修正。 
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修正２ 

 

◎修正前（P22） 

 
 

◎修正後（P22） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

袋に入らないサイズのごみでも、分解すれば排出できるよう追記。 
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修正３ 

 

◎修正前（P22） 

 

⚫ 不燃ごみの一部有料化でも変わらないルール 

 事業活動から発生する不燃ごみは産業廃棄物として処理してください。

市の収集やリサイクルプラザへの持ち込みはできません。 

 粗大ごみを分解して指定ごみ袋に入れても収集しません。 

 ペットボトルとプラスチック容器包装類は必ず分別してください 

 ペットボトルは潰さずに出してください。 

 

 

 

◎修正後（P23） 

 

⚫ 不燃ごみの一部有料化でも変わらないルール 

 事業活動から発生する不燃ごみは産業廃棄物として処理してください。

市の収集やリサイクルプラザへの持ち込みはできません。 

 ５０センチ以上の傘は、指定ごみ袋に入れて集積所に排出してください。 

 ペットボトルとプラスチック容器包装類は必ず分別してください 

 ペットボトルは潰さずに出してください。 

 

 

傘については、５０センチを超えるサイズのものはこれまで通り排出

できるよう記載を修正。 
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修正４ 

 

◎修正前（P23） 

 

 

◎修正後（P23） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

趣旨をわかりやすく修正。 
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修正５ 

 

◎修正前（P27） 

 

 

◎修正後（P27） 

 

   策定時期を時点修正。（概要版も同様に修正） 


